
富山県消費者基本計画（仮称）の策定について

１現状
・消費者教育の推進に関する法律に基づき、本県では「富山県消費者教育推
進計画」を策定（H26.12策定、H31.3改定）
・地方消費者行政の充実・強化に向け、令和２年４月１日に策定された国の
「地方消費者行政強化作戦2020」において「地方版消費者基本計画の策定」
が政策目標の一つとして掲げられた。
・本県においても、消費者問題が多様化・複雑化している状況を踏まえ、消
費者を取り巻く環境の変化や新たな課題等に適切に対応した消費者政策を計
画的に推進するため、国の消費者基本計画を参考とし地方版計画を策定する
必要がある。

資料５



２消費者教育推進計画を包括した消費者基本計画の策定について
新たに策定する本県の消費者施策を総合的かつ計画的に推進していくための

基本計画に、これまでの消費者教育推進計画の内容を包含し、一体的に策定す
る。計画期間は、国の次期消費者基本計画期間と合わせて令和７年度から５年
間とし、現行の消費者教育推進計画を１年延⾧する。

・消費生活相談体制の充実・強化
・消費者取引の適正化
・商品・サービスの安全確保
・生活関連物資の安定供給 等

・消費者教育
現行の消費者教育推進計画

消費者教育を効果的に推進するための計画

（計画期間 H31～R5）

消費者施策全般を総合的かつ計画的に
推進するための計画

（イメージ図）
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４計画期間
令和７年度から令和11年度までの５か年

３ 計画の位置づけ
〇「富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」及び「消費者基本法」に基づ
き、県の消費者施策を総合的かつ計画的に推進するための計画
〇「消費者教育の推進に関する法律」第10条に基づく消費者教育推進計画

■富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第４条第１項
県は、経済社会の発展に相応して、前条の基本理念にのっとり、消費者施策を策定し、及びこれを実施
する責務を有する。
■消費者基本法第４条
地方公共団体は、第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、国の
施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責
務を有する。
■消費者教育の推進に関する法律第 10 条第１項
都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策につい
ての計画（「都道府県消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。



５ 策定スケジュール

令和６年度 ６月～ 県民意識調査等

11月 消費生活審議会に諮問

消費生活審議会開催①（意識調査等結果、骨子案の審議）

２月 消費生活審議会開催②（素案の審議）

３月 パブリックコメントの実施

令和７年度 ５月 消費生活審議会開催③（計画案の審議）

答申

計画策定



H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

国

消費者基本計画
消費者基本法に基づき、消費者政策の
計画的な推進を図るための基本計画
（５か年計画）
第１期 H17～

消費者教育の推進に関する
基本方針
消費者教育の推進に係る法律に基づき、
H25に決定、以降５年ごとに変更

県 富山県消費者教育推進計画
H26策定

第４期

変更

改定

第５期

変更
（当期に限り７年）

第６期

変更

改定

消費者教育推進計画を
包括した消費者基本計画

１年延⾧

〈参 考〉

基本計画（仮称）
に統合


